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▼お問い合わせは、鹿部消防署予防課予防係（７－３３３１）へ。

全国統一防火標語「火を消して　不安を消して　つなぐ未来」
（期間：４月20日から30日まで）
　この時季は空気が乾燥し、風の強い日が多いため、一度火災が発生すると被害が大きくなる危険性があり
ます。火気の取り扱いには十分注意し、火災のないまちづくりにご協力をお願いします。

　消防法および南渡島消防事務組合
火災予防条例が改正され、平成23年
６月１日から、すべての住宅で寝室
と階段（寝室が２階にある場合）に
住宅用火災警報器の設置が義務付け
られました。
　台所や居間等は、条例による設置
義務はありませんが、安全のために
設置してもかまいません。
　早期に火災を発見することにより、
大事に至らなかった事例も多数報告
されていますので、火災から身を守
るためにも住宅用火災警報器を設置
しましょう。

　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなる恐れがありま
すので、定期的に作動確認を行ってください。
　また、設置後おおむね10年を目安に警報器本体を交換しましょう。

１　令和６年春の全道火災予防運動の実施について

２　住宅用火災警報器の設置場所について

３　住宅用火災警報器の維持管理について

  
 

  
 

  
   

 

鹿部消防署からのお知らせ

（
広
告
）

　この度、匿名の方より「カッター競漕での事故防止（救命胴衣装着）」に対するご提案をいただきまし
たので、以下のとおり回答いたします。

【意見提案内容】
　拝啓
　　いつも暖かい町政にお世話になり感謝申し上げます。
　　私は鹿部町に引っ越して来て毎年「海と温泉の祭り」を楽しみにしています。労せずして最前席で
何千発もの花火を見る事ができるのも鹿部町ならではと喜んでいます。花火と並んで楽しみにしてい
るのがカッター競漕ですが、一つ気がかりなことがあります。時にはブイ取りに子供が参加すること
があり、また泳げない人や万が一事故で負傷した人が海に投げ出された場合に備え救命胴衣の装着が
必須ではないかと常々思っています。
　　今なら本年度予算確定に間に合うかと考え手紙を書くことにしました。是非とも安心してお祭りに
参加できるようご配意をお願いいたします。

敬具

【回答】
　　貴重なご意見ありがとうございます。カッター競漕については、開催当初から事故に備えた救命艇
を配備し、安全対策に取り組んでいるところでございます。幸いなことに、参加者のご協力もあり今
日まで大きな事故等もなく開催しているところでございます。また、カッター競漕はタイムを競うだ
けではなく、衣装等に対する賞（審査員特別賞）やモチベーションを上げるためチームで衣装を統一
する例等もあることから、救命胴衣の装着という形ではなく、直ちに救助できる体制をとることで安
全対策に取り組んでおりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

▼お問い合わせは、役場食と観光課食と観光推進係（７－５２９３）へ。

町に寄せられたご提案に回答します
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